
千
葉
県
に
お
け
る
明
治
時
代
後
期
の
七
夕
行
事
（
渡
辺
）

調
査
を
行
っ
た
。
調
査
の
主
眼
は
、
七
月
七
日
（
月
遅
れ
の
八
月
七
日
も
含
む
）

〈
研
究
ノ
ー
ト
〉|

『
郡
誌
」
の
記
述
を
頼
り
と
し
て
ー
|

今
報
告
は
、
明
治
時
代
後
期
の
千
葉
県
の
年
中
行
事
、
特
に
七
夕
行
事
の
性
格

は
じ
め
に
、
報
告
に
至
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
き
た
い
。

筆
者
が
以
前
に
勤
務
し
て
い
た
千
葉
県
立
博
物
館
「
房
総
の
む
ら
」
で
は
、

九
九
七
（
平
成
九
）
年
度
i

二
o
o
o

（
同
一
―
-
）
年
度
に
か
け
て
七
夕
行
事
の

を
前
後
し
て
マ
コ
モ
な
ど
の
草
を
使
用
し
て
作
ら
れ
る
馬
や
牛
を
収
集
す
る
こ
と

に
あ
っ
た
。
こ
の
調
査
報
告
書
の
う
ち
の
一
っ
で
あ
る
『
千
葉
県
の
七
夕
馬
ー
草

(
1
)
 

で
作
っ
た
ウ
マ
と
ウ
シ
I
I
I
.
Wー
』
に
お
い
て
、
筆
者
は
第
二
章
「
七
夕
と
盆
行

事
」
を
執
筆
し
た
。
こ
の
な
か
で
七
夕
行
事
に
つ
い
て
、
奈
良
時
代
に
中
国
か
ら

伝
わ
っ
た
と
さ
れ
、
女
性
が
裁
縫
の
上
達
を
願
う
行
事
で
あ
っ
た
乞
巧
莫
が
、
文

化
の
国
風
化
に
伴
い
牽
牛
と
織
女
の
ロ
マ
ン
ス
を
主
と
す
る
「
星
ま
つ
り
」
へ
と

に
つ
い
て
文
献
資
料
に
基
づ
き
考
察
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

は
じ
め
に

渡
辺

千
葉
県
に
お
け
る
明
治
時
代
後
期
の
七
夕
行
事

善

司

お
け
る
『
郡
誌
」
は
、

献
資
料
の
利
用
が
あ
る
。

分
化
し
、
寺
子
屋
教
育
が
盛
ん
と
な
っ
た
江
戸
時
代
に
は
、
笹
竹
を
飾
り
、
文
字

の
上
達
を
願
う
行
事
と
し
て
日
本
の
広
範
囲
に
広
ま
っ
た
と
し
た
。
ま
た
、
房
総

地
方
の
七
夕
行
事
に
つ
い
て
は
、
江
戸
時
代
に
は
す
で
に
マ
コ
モ
を
使
っ
て
馬
・

牛
を
作
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
行
事
を
行
う
理
由
と
し
て
諸
説
が
考
え

ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
、
七
月
七
日
の
行
事
は
、
先
祖
崇
拝
の
た
め
の
盆
の
行

事
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
以
降
、
特
に
明

治
時
代
の
行
事
に
つ
い
て
は
、
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

年
中
行
事
研
究
に
は
、
聞
き
取
り
調
査
等
に
よ
る
民
俗
学
的
手
法
が
重
要
視
さ

れ
る
が
、
は
た
し
て
明
治
時
代
の
行
事
内
容
を
、
聞
き
取
り
調
査
に
よ
り
再
現
で

き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
高
齢
化
が
進
ん
だ
日
本
で
あ
っ
て
も
明
治
時
代
の
様
子
を

具
に
聞
き
出
す
こ
と
は
も
は
や
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
現
在
に
伝
わ
る
行
事
の
変
遷

を
考
え
る
と
き
、
時
代
を
遡
れ
る
だ
け
遡
っ
て
行
事
の
実
態
に
迫
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
一
方
法
と
し
て
文

今
回
利
用
す
る
文
献
資
料
は
、
大
正
天
皇
の
即
位
大
典
を
記
念
し
て
刊
行
が
計

(
2
)
 

画
さ
れ
、
発
刊
さ
れ
た
『
郡
誌
」
と
総
称
さ
れ
て
い
る
資
料
で
あ
る
。
千
葉
県
に

一
九
一
三
（
大
正
二
）
年
の
『
千
葉
縣
印
縦
郡
誌
」
、
『
長

生
郡
郷
土
誌
』
を
初
め
と
し
て
当
時
県
内
に
置
か
れ
た
―
二
郡
す
べ
て
に
つ
い
て

発
刊
さ
れ
た
。
『
郡
誌
』
の
な
か
の
民
俗
に
関
す
る
記
述
は
、
そ
の
郡
内
の
主
な

事
例
を
総
括
し
た
も
の
で
あ
り
、
特
定
の
地
区
の
事
例
を
知
ろ
う
と
す
る
場
合
に

は
あ
ま
り
適
当
で
は
な
い
。
ま
た
、
記
述
の
方
法
も
各
『
郡
誌
」
に
よ
り
異
な
っ
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は
之
を
祭
り
て
機
織
、
裁
縫
の
技
藝
の
上
達
を
祈
る
。
普
通
に
は
笹
の

A

七
夕
七
月
七
日
に
し
て
、
牽
牛
織
女
の
二
星
一
年
に
一
度
此
の
日
の
タ

五
色
の
紙
を
短
冊
の
形
に
切
り
、
詩
歌
を
書
き
、
又
種
々

つ
て
後
、
馬
を
箕
の
中
に
安
置
し
、
赤
飯
を
供
え
、
以
て
農
馬
の
安
全

①
『
千
業
縣
千
葉
郡
誌
』
(
-
九
―
一
六
年
刊
）

県
内
―
二
『
郡
誌
』
の
う
ち
、
七
夕
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
の
は
九
『
郡
誌
』

で
、
残
り
―
―
-
『
郡
誌
』
は
民
俗
に
つ
い
て
の
記
述
が
な
い
。
な
お
、
①
『
千
葉
縣

千
葉
郡
誌
』
は
二
か
所
の
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ

A
‘
B

と
し
た
。

天
の
川
の
両
岸
に
立
ち
て
相
見
ゆ
と
い
ひ
て
之
の
二
星
を
祭
る
。
女
子

葉
を
立
て
之
れ
に
五
色
の
短
冊
を
吊
し
別
に
式
を
行
ふ
こ
と
な
し
、
た
ゞ

慎
菰
に
て
造
り
た
る
牛
馬
を
小
車
に
載
せ
、
兒
童
は
之
を
曳
き
出
し
川

に
至
り
て
水
を
あ
び
せ
、
草
を
刈
り
て
牛
馬
の
口
に
あ
て
が
ふ
の
風
習

④
『
長
生
郡
郷
土
誌
』
（
一
五
八
頁
）

＜
牽
牛
織
女
の
一
一
星
を
祭
る
も
の
殆
ど
な
し
。
た
ゞ
兒
童
等
早
朝
よ
り
、

慎
菰
に
て
作
り
た
る
草
刈
馬
を
、
小
車
に
乗
せ
て
曳
出
し
草
を
刈
り
来

を
祈
れ
り
゜

⑤
『
千
葉
縣
海
上
郡
誌
』
(
-
九
一
七
年
刊

七
夕
の
節
旬

―
―
五
三
頁
）

の
折
り
物
と
共
に
、
葉
附
の
竹
の
枝
に
付
け
て
庭
上
に
立
つ
。
又
兒
童

七
日
は
所
謂
七
夕
祭
（
傍
点
省
略
引
用
者
）
な
れ
ど
も
、
往
時
の
如

七
月
七
8

に
は
色
紙
を
縁
竹
に
附
し
て
牽
牛
織
女
を
祭
り

用
が
多
い
が
、
行
事
の
具
体
例
を
見
る
た
め
の
必
要
性
か
ら
で
あ
る
。

③
『
千
業
縣
印
猫
郡
誌
』
前
篇
（
―
-
―
-
四
頁
）

は
漸
次
廃
れ
つ
ヽ
あ
り
゜

『
郡
誌
』
に
み
る
七
夕
行
事

菰
に
て
作
り
た
る
牛
と
馬
と
を
飾
り
、
兒
童
等
之
を
引
き
て
遊
ぶ
此
風

七
夕
七
日
笹
に
五
色
の
短
冊
を
吊
し
、
建
て
、
星
祭
り
を
す
。
又
慎

利
用
可
能
な
資
料
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

今
は
殊
ん
ど
絶
え
た
り
。
（
八
八
〇
頁
）

て
い
る
の
で
、
民
俗
事
例
を
同
列
に
比
べ
る
に
は
好
ま
し
く
な
い
か
も
し
れ
な
い
゜

し
か
し
、
記
述
さ
れ
て
い
る
事
例
は
郡
内
の
多
く
の
地
区
で
一
般
的
に
行
わ
れ
て

い
る
事
例
と
思
わ
れ
、
編
さ
ん
当
時
の
行
事
の
隆
盛
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ

ら
に
各
『
郡
誌
』
は
編
さ
ん
の
時
期
が
ほ
ぽ
同
じ
で
、
記
述
の
内
容
が
明
治
時
代

後
期
か
ら
大
正
時
代
に
か
け
て
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
現
在
と
な
っ

て
は
聞
き
取
り
が
困
難
な
明
治
時
代
、
特
に
後
期
の
行
事
の
概
要
を
知
る
う
え
で

ま
ず
、
『
郡
誌
』
か
ら
明
治
時
代
後
期
の
七
夕
行
事
を
紹
介
し
て
み
た
い
。
引

千
葉
県
に
お
け
る
明
治
時
代
後
期
の
七
夕
行
事
（
渡
辺
）

B

七
H

七
夕
祭
と
て
か
つ
て
は
五
色
の
紙
を
短
冊
形
に
切
り
、
詩
歌
を

習
な
し
。
（
八
七
七
頁
）

書
き
、
種
々
の
折
物
と
共
に
葉
附
の
竹
に
つ
け
て
庭
に
立
て
た
り
し
が

②
『
千
葉
縣
東
葛
飾
郡
誌
』
(
-
九
―
一
三
年
刊

仏
に
供
へ
、

―
―
七
0
頁
）

一
家
団
槃
し
て
食
す
る
が
普
通
な
り
し
が
、
今
は
之
の
風

あ
り
゜
家
に
あ
り
て
は
何
れ
も
餅
を
掲
き
、
或
は
萩
の
餅
を
作
り
て
神
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千
葉
県
に
お
け
る
明
治
時
代
後
期
の
七
夕
行
事
（
渡
辺
）

里
芋
の
葉
の
露
を
受
け
て
墨
を
す
る
、
「
一
年
を
中
に
隔
て
、
相
見
ま

笹
を
立
て
之
に
五
色
の
端
冊
を
吊
し
、
牽
牛
．
織
女

⑨
『
千
葉
縣
安
房
郡
誌
』
(
-
九
―
―
六
年
刊
九
一
六
頁
）

タ
果
て
た
る
後
は
之
を
屋
上
に
納
む
る
の
風
習
あ
り
。

牛
馬
を
兒
童
が
小
車
に
載
せ
て
曳
出
し
箪
を
刈
る
位
の
も
の
な
り
、
七

七
夕
は
も
と
七
月
七
日
に
祭
る
星
祭
に
し
て
古
来
一
の
祝
日
と
し
て
又

織
女
の
二
星
を
祭
る
の
式
を
行
ふ
も
の
な
く
唯
々
演
菰
に
て
作
り
た
る

七
日

此
の
月
七
日
は
倍
の
如
く
笹
を
立
て
之
に
五
色
の
短
冊
を
吊
し
、
牽
牛

⑥
『
千
葉
縣
君
津
郡
誌
』
(
-
九
二
七
年
刊

七
二
九
頁
）

き
竹
枝
に
結
び
庭
上
に
樹
て
橡
先
に
机
を
据
え
赤
飯
果
物
な
ど
を
器
に

に
置
き
之
に
食
品
を
供
へ
七
日
の
朝
早
く
兒
童
は
之
を
小
車
に
載
せ
て

竹
枝
に
結
び
庭
上
に
樹
つ
る
こ
と
の
み
は
今
に
残
れ
る
が
如
し

⑦
『
千
葉
縣
夷
隅
郡
誌
』
(
-
九
―
―
―
―
一
年
刊

月
送
り
の
七
夕
祭
を
行
ふ
゜

七
三
―
-
＼
七
三
三
頁
）

乞
巧
莫
と
も
い
ふ
、
（
中
略
）
民
間
に
て
は
到
る
所
高
き
葉
竹
を
立
て
、

く
星
の
契
り
や
思
ひ
っ
き
せ
ぬ
」
を
初
め
種
々
の
詩
歌
な
ど
を
書
き
っ

け
た
る
五
色
の
紙
並
に
色
紙
短
冊
を
笹
の
枝
に
結
び
付
け
、
又
別
に
帳

―
-
、
七
夕
祭
り

七
夕

⑧
『
市
原
郡
誌
』
(
-
九
一
六
年
刊
四
五
六
頁
）

穂
べ
て
是
等
の
習
俗
は
概
ね
廃
れ
し
が
唯
五
色
の
紙
に
詩
歌
を
書
き
て

べ
し
、

曳
出
し
、
草
を
刈
り
て
之
に
負
は
せ
蹄
り
来
り
て
赤
飯
を
供
へ
な
ど
す
、

上
達
せ
ん
こ
と
を
一
一
星
に
祈
り
又
女
兒
は
機
織
裁
縫
の
上
達
を
祈
れ
り
゜

維
新
後
五
節
旬
の
廃
止
と
共
に
民
間
に
於
て
も
大
い
に
廃
れ
、
現
今
に

て
は
色
紙
短
冊
を
立
つ
る
地
方
少
な
く
、
多
く
は
慎
菰
に
て
馬
を
作
り
、

当
日
早
朝
之
を
車
に
の
せ
田
の
畔
に
至
り
草
を
刈
り
て
馬
を
据
え
ザ
早
と

赤
飯
と
を
輿
ふ
、
終
れ
ば
馬
は
厩
舎
の
屋
根
に
投
じ
、
又
地
方
に
よ
り

て
は
前
年
用
い
た
る
馬
と
共
に
一
一
馬
を
据
え
、
了
れ
ば
此
の
二
頭
を
荷

ひ
短
冊
の
竹
を
持
ち
て
川
に
到
り
馬
洗
ひ
を
な
し
例
の
短
冊
は
川
に
投

は
農
馬
の
安
全
を
祈
り
且
馬
飼
ひ
の
観
念
を
兒
童
に
輿
ふ
る
の
意
な
る

じ
て
去
る
、
家
に
蹄
り
て
前
年
の
馬
を
投
げ
上
ぐ
る
所
も
あ
り
、
是
等

盛
り
て
供
ふ
、
又
慎
菰
に
て
馬
と
牛
と
を
作
り
六
日
の
夕
こ
れ
を
机
上

の
紙
を
色
紙
短
冊
の
形
に
裁
ち
七
夕
に
縁
あ
る
詩
歌
を
書
き
寓
し
て
若

れ
を
祭
る
に
里
芋
の
葉
に
置
き
し
露
を
緊
め
て
硯
の
水
と
な
し
、
五
色

日
に
牽
牛
（
同
右
）
、
織
女
（
同
右
）
を
祭
る
式
典
な
り
、
（
中
略
）
こ

星
夕
と
も
乞
巧
莫
（
ル
ビ
省
略
引
用
者
）
と
も
い
ふ
、
陰
暦
七
月
七

七
夕

さ
て
手
習
ふ
子
等
は
数
B

前
よ
り
七
夕
の
詩
歌
を
習
ひ
各
そ
の
手
跡
の

此
の
馬
を
引
き
て
草
刈
に
出
づ
゜

び
付
け
そ
の
様
甚
だ
壮
観
な
り
き
。

等
は
藁
に
て
作
り
た
る
馬
牛
を
之
に
繋
ぎ
置
き
、
朝
早
く
起
き
出
て
、

面
・
算
盤
・
筆
・
硯
其
の
他
紙
張
り
に
て
造
り
た
る
種
々
の
飾
物
を
結
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い
て
、
房
総
に
も
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

「星まつり」とほぼ同じで

市 夷 君 長

I 郡
千 郡

原 隅 津 生 葉

郡 郡 郡 郡 郡 名

! 女 皇短 i り ; 参 ~ 屈 ii 
悶 は が‘

変の 残 が ほー

JL 一 つ 祭 廃

ti 
化

星 て て る れ の

嘉 る V ヽ も つ み
し~—• る の つ 9 の ら

る と ほ ぁ た魯 れ~ は と る'- る
と 少 ん が
は な ど A -, 部

な "' な は 分
V ヽ し な

し‘

な
い
の
に
対
し
、
「
星

ま
り
変
化
が
見
ら
れ

こ
と
に
関
し
て
は
あ

つ
り
」

(
5
)
 

る
。

馬
・
牛
を
作
る

が
廃
れ
て
い

同
じ
よ
う
に
、
「
星
ま

え
れ
ば
、

明
治
時
代

表
1

分
で
あ
る
。
付
け
加

こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
一
覧
化
し
た
の
が
表
1

で
あ
る
。

を
小
車
に
載
せ
て
曳
出
し
、
草
を
刈
る
を
例
と
す
゜

と
稲
し
て
、
饂
飩
粉
に
て
造
り
た
る
も
の
を
供
へ
、
早
朝
兒
童
は
こ
れ

二
星
を
祭
る
。
又
慎
菰
に
て
牛
馬
を
造
り
、
こ
れ
に
「
ほ
う
ち
ゃ
う
」

以
上
『
郡
誌
』
の
記
述
か
ら
明
治
時
代
後
期
の
七
夕
行
事
は
、
大
き
＜
二
つ
の

要
素
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
「
星
ま
つ
り
」
の
部
分
と
マ
コ
モ

等
を
使
っ
て
馬
・
牛
を
作
る
部
分
で
あ
る
が
、
房
総
に
お
け
る
七
夕
行
事
を
考
え

る
う
え
で
最
大
の
疑
問
点
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
要
素
の
間
に
直
接
的
な
関
連
性
を

見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
疑
問
は
、
こ
れ
ま
で
の

(
3
)
 

七
夕
研
究
で
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

「
星
ま
つ
り
」
部
分
に
つ
い
て
は
、
「
笹
竹
を
飾
り
、
詩
歌
を
書
い
た
五
色
の
短

冊
を
吊
す
」
と
い
う
行
為
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
行
為
は
、
江
戸
時
代
後

期
の
資
料
で
あ
る
「
諸
国
風
俗
問
状
答
」
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
当
時
の

日
本
国
内
で
広
範
囲
に
わ
た
り
行
わ
れ
て
い
た

(
4
)
 

あ
る
。
お
そ
ら
く
は
江
戸
時
代
に
「
星
ま
つ
り
」
が
庶
民
に
浸
透
す
る
過
程
に
お

馬
·
牛
の
部
分
の
う
ち
、
「
マ
コ
モ
や
ワ
ラ
で
作
り
、
こ
れ
を
子
供
が
曳
い
て

草
を
刈
る
」
と
い
う
三
要
素
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
の
郡
で
共
通
し
て
い
る
。
郡

に
よ
る
差
異
が
見
ら
れ
る
の
は
、
草
を
刈
る
前
後
の
行
為
や
最
終
的
な
馬
・
牛
の

処
理
の
部
分
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
違
い
は
行
事
の
謂
わ
れ
と
関
係
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
が
、
謂
わ
れ
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
の
は
、
長
生
郡
と
夷
隅
郡
の
み

千
葉
県
に
お
け
る
明
治
時
代
後
期
の
七
夕
行
事
（
渡
辺
）

七
夕
行
事
の
変
容
と
改
暦

次
に
、
明
治
時
代
後
期
の
行
事
が
、
そ
れ
以
前
と
比
べ
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て

『
郡
誌
」
の
記
述
に
お
い
て
「
廃
れ
た
」
と
か
「
行
う
も
の
な
し
」
な
ど
と
記

載
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
九
郡
の
う
ち
六
郡
に
お
い
て
行
事
の
変
化
を
窺
う

年
中
行
事
が
、
時
代
の
経
過
や
生
活
習
慣
の
変
容
に
よ
り
変
化
し
て
い
く
と
考

え
る
な
ら
ば
、
七
夕
行
事
全
体
に
影
響
が
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
こ
れ
に
該
当
す
る

の
が
東
葛
飾
郡
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
廃
れ
て
い
る
多
く
は
「
星
ま
つ
り
」
の
部

後
期
の
東
京
市
で
も

い
た
か
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。

た
ち
が
曳
き
回
す
か
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
農
耕
用
の
牛
馬
の
慰
労
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
な
ぜ
子
供
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千
葉
県
に
お
け
る
明
治
時
代
後
期
の
七
夕
行
事
（
渡
辺
）

で
あ
る
。

は
「
七
月
七
B

の
七
夕
」

江
戸
時
代
の
絵
師
歌
川
広
重
が
描
い
た
錦
絵
の
一
っ
に
、
「
名
所
江
戸
百
景

(
6
)
 

市
中
繁
栄
七
夕
祭
」
が
あ
る
。
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
き
ら
び
や
か
に
飾

ら
れ
て
軒
先
高
く
立
て
ら
れ
た
何
本
も
の
笹
竹
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
当
時
の
人
々

は
な
い
か
、
と
想
像
で
き
る
。
競
っ
て
華
美
に
飾
る
こ
と
は
当
時
の
流
行
で
あ
っ

た
た
め
に
、
前
述
の
よ
う
に
全
国
で
同
じ
よ
う
な
笹
竹
が
飾
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。

江
戸
時
代
後
期
に
書
か
れ
た
「
嬉
遊
笑
覧
」
な
ど
の
随
筆
に
は
、
房
総
地
方
で
は

(
7
)
 

七
夕
の
H

に
マ
コ
モ
で
馬
や
牛
を
作
り
、
子
供
が
遊
ぶ
と
の
記
述
が
あ
る
。
七
夕

行
事
の
内
容
に
つ
い
て
、
随
筆
が
こ
れ
以
外
の
こ
と
に
触
れ
て
い
な
い
の
は
、
当

時
笹
竹
を
飾
る
こ
と
が
当
た
り
前
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
華
美
な
「
星
ま
つ

り
」
は
、
「
馬
や
牛
を
作
る
こ
と
」
つ
ま
り
、
「
日
本
人
が
本
来
持
っ
て
い
る
先
祖

崇
拝
な
ど
の
信
仰
」
と
は
異
な
る
性
格
の
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
定
で
き
る
の

で
あ
り
、
ま
た
収
穫
を
祝
う
特
別
な
日
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
五
節
供
の
一
っ
で

も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
明
治
政
府
は
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
―
一
月
の
改
暦
に

続
き
、
翌
七
三
年
一
月
に
は
七
夕
な
ど
の
五
節
供
を
廃
止
す
る
旨
を
布
達
し
て
い

る
。
近
代
化
政
策
を
推
し
進
め
る
明
治
政
府
に
と
っ
て
太
陽
暦
の
採
用
は
、
欧
米

と
肩
を
並
べ
る
こ
と
の
で
き
る
絶
好
の
機
会
の
一
っ
で
あ
り
、
五
節
供
の
廃
止
は
、

(
8
)
 

そ
れ
ま
で
の
旧
弊
の
刷
新
で
も
あ
っ
た
。

節
供
と
し
て
の
「
七
月
七
日
の
七
夕
」

古
来
よ
り
七
月
七
日
は
、
中
国
で
陽
数
と
さ
れ
る
「
七
」
が
璽
な
る
神
祭
の

H

「
笹
竹
を
華
美
に
飾
る
こ
と
」
と
考
え
て
い
た
の
で

ま
つ
り
」
だ
け
が
廃
れ
て
い
く
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

だ
ろ
う
か
。

の
廃
止
は
、
「
華
美
な
飾
り
」
の
中
止
を
意
味
し
て
い
た
。
『
夷
隅
郡
誌
』の「
維

新
後
五
節
句
の
廃
止
と
共
に
民
間
に
於
い
て
も
大
い
に
廃
れ
」
と
い
う
記
述
は
、

ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
八
八
―
-
（
明
治
一
五
）
年
ご
ろ
の
千
葉
県
で
は
、
九
十
九
里
地
方
に
お
い
て

漁
民
が
端
午
の
節
供
を
祝
っ
た
り
、
夷
隅
地
方
で
は
太
陽
暦
一
一
月
―B
を
元
H

一
に

し
よ
う
と
す
る
村
会
の
動
き
が
あ
る
な
ど
、
改
暦
に
対
す
る
の
庶
民
の
抵
抗
の
様

(
9
)
 

子
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
日
本
人
が
持
つ
先
祖
崇
拝
の
信
仰
は
、
改
暦

な
ど
に
よ
っ
て
廃
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
旧
来
の
し
き
た
り
を
重

ん
じ
よ
う
と
す
る
庶
民
の
考
え
と
近
代
化
の
名
の
も
と
に
旧
弊
を
改
め
よ
う
と
す

る
明
治
政
府
の
方
針
の
な
か
に
あ
っ
て
、
七
夕
の
行
事
は
「
流
行
」
の
部
分
が
廃

れ
る
こ
と
と
な
り
、
七
月
七
日
本
来
の
行
事
の
み
が
残
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い

田
中
宜
一
は
、
各
地
に
伝
わ
る
七
夕
行
事
の
持
つ
多
様
な
性
格
を
分
析
し
、
現

在
行
わ
れ
て
い
る
七
夕
の
行
事
は
乞
巧
莫
が
地
方
に
伝
播
す
る
過
程
に
お
い
て
、

七
月
七
8

前
後
に
行
わ
れ
て
い
た
各
地
の
行
事
を
吸
収
し
て
多
様
な
も
の
と
し
て

(10) 

定
着
し
た
と
述
べ
た
。
た
し
か
に
、
書
道
の
上
達
を
願
う
現
在
の
星
ま
つ
り
は

「
乞
巧
」
で
あ
り
、
乞
巧
莫
の
変
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
「
星
ま
つ
り
」
が
庶
民
の
間
で
さ
か
ん
に
な
る
の
は
江
戸
時
代
で
あ
り
、

政
治
的
意
図
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
「
星
ま
つ
り
」
が
廃
れ
て
い
っ
た
地
域
が
あ
る
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(
7
)
『
日
本
随
筆
大
成
』
別
巻
九
（
吉
川
弘
文
館
、

(
5
)
『
東
京
年
中
行
事
』
二
（
平
凡
社
、

(
6
)錦
絵
に
つ
い
て
は
、
『
広
重
の
画
業
展
I

名
所
江
戸
百
景
を
中
心
に

I

』
（
馬
頭
町

広
重
美
術
館
、
二
o
o

一
年
）
で
確
認
し
た
。

一
九
七
九
年
）
二
二
七
i

ニ
ニ
八
頁
゜

一
九
六
八
年
）
四
七
頁
゜

て
い
る
。

の
歴
史
』
別
編
民
俗
I

、
千
葉
県
、

と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
行
事
が
人
々
の
生
活
の
な
か
に
深
く
根
付
い
て
い
な
か
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
乞
巧
莫
が
他
の
行
事
を
吸
収
し

た
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
地
域
の
人
々
の
心
の
拠
り
所
と
な
っ
て
い
る
先
祖
崇
拝

等
の
信
仰
に
、
新
し
い
要
素
と
し
て
「
星
ま
つ
り
」
が
付
加
さ
れ
て
い
っ
た
の
が

七
夕
行
事
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
付
加
部
分
は
、
意
外

(
1
)千
葉
県
立
房
総
の
む
ら
、
二
o
o
0

年
。

(
2
)
『
郡
誌
」
の
編
さ
ん
事
情
に
つ
い
て
は
、
「
千
葉
県
教
育
百
年
史
」
第
一
巻
通
史
編

（
千
葉
県
教
育
委
員
会
、
一
九
七
三
年
）
、
「
房
総
民
俗
研
究
の
あ
ゆ
み
」
（
『
千
葉
県

一
九
九
九
年
）
な
ど
に
記
載
が
あ
る
。

(
3
)七
夕
に
つ
い
て
、
民
俗
学
の
最
近
の
成
果
の
集
大
成
で
あ
る
『
日
本
民
俗
大
辞
典
』

「
七
夕
」
の
項
で
は
、
行
事
の
表
層
は
乞
巧
霙
が
な
し
て
い
る
が
、
基
層
と
な
っ
て

い
る
の
は
水
神
お
よ
び
水
に
ま
つ
わ
る
行
事
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
千
葉
県
の
七

タ
行
事
に
つ
い
て
は
、
「
七
夕
と
マ
コ
モ
馬
」
（
前
掲
『
千
葉
県
の
歴
史j
)
が
水
神

と
の
か
か
わ
り
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
笹
竹
飾
り
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。

(
4
)注

(
1
)に
お
い
て
「
諸
国
風
俗
問
状
答
」
に
見
え
る
七
夕
行
事
を
一
覧
表
に
し

注 に
剥
が
れ
や
す
い
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

千
葉
県
に
お
け
る
明
治
時
代
後
期
の
七
夕
行
事
（
渡
辺
）

(
8
)改
暦
に
つ
い
て
は
、
岡
田
芳
郎
「
明
治
改
暦
ー
「
時
」
の
文
明
開
化
』
（
大
修
館
書

一
九
九
四
年
）
を
参
照
し
た
。

(
1
0
)「七
夕
ま
つ
り
の
原
像
」
（
日
本
民
俗
研
究
体
系
編
集
委
員
会
編
『H
本
民
俗
研
究

体
系
』
第
三
巻

周
期
伝
承
、
國
學
院
大
學
、
一
九
八
三
年
）

（
千
葉
県
立
中
央
博
物
館

9
)
三
浦
茂
一
他
編
『
千
葉
県
の
百
年
』
（
山
川
出
版
、

房
、

歴
史
学
研
究
科
）

一
九
九
0
年
）
六
二
頁
゜
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